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平
安
時
代
の
最
末
期
、
安
元
一
一
一
年
（
二
七
七
）
四
月
一
一
十
八
日
の
亥
の
剋
ば
か
り
、
樋
口
富
小
路
か
ら
出
た
火
は
、
辰
巳
の
風
に
あ
お
ら

（
２
）

れ
て
、
都
の
「
名
所
舟
餘
箇
所
、
公
卿
の
家
だ
に
も
十
六
箇
所
」
を
も
焼
い
た
と
い
う
。
『
方
丈
記
』
に
も
書
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
安
一
兀
の
大
火

で
、
焼
失
し
た
建
物
の
な
か
に
は
、
朱
雀
門
、
大
極
殿
、
大
学
寮
、
民
部
省
を
は
じ
め
、
具
平
親
王
の
千
種
殿
、
橘
逸
勢
の
「
は
ひ
松
殿
」
、

（
３
）

鬼
殿
、
高
松
殿
、
鴨
居
殿
、
東
三
条
殿
な
ど
が
あ
っ
た
。
「
鬼
殿
」
と
は
藤
原
朝
成
の
旧
宅
で
あ
っ
て
、
一
一
一
条
南
・
西
洞
院
東
に
あ
っ
た
。
鬼
殿

（
４
）
（
５
）

、
、
、

、
、
、

は
「
も
の
の
け
の
家
」
「
悪
所
」
で
あ
り
、
悪
霊
の
た
た
る
家
で
あ
る
。
朝
成
は
怨
霊
と
な
り
、
鬼
と
な
っ
て
た
た
り
を
成
し
た
と
い
う
の
で

こ
れ
か
ら
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
お
お
か
た
は
、
い
ず
れ
先
人
の
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
特
別
こ
と
新
し
い
事
実

（
１
）

を
紹
介
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
を
予
め
お
断
わ
り
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
「
卑
員
族
」
は
、
そ
の
本
来
の
定
義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

大
雑
把
に
、
受
領
層
や
下
級
官
司
の
長
官
あ
た
り
を
含
め
た
「
平
安
時
代
の
官
人
た
ち
」
く
ら
い
の
意
で
用
い
る
。
ま
た
、
依
拠
し
た
史
料
に

は
説
話
類
が
多
い
。
説
話
を
史
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
困
難
さ
も
承
知
し
て
い
る
が
、
今
回
は
と
く
に
は
触
れ
な
い
。
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あ
る
。

（
６
）

藤
原
朝
成
は
一
二
条
右
大
臣
藤
原
定
方
の
子
で
、
母
は
中
納
一
一
一
一
口
山
蔭
の
娘
と
い
う
。
「
朝
成
」
は
「
ア
サ
ヒ
ラ
」
ま
た
「
ト
モ
ヒ
ラ
」
と
訓
ん
だ
。

（
７
）

延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
に
生
ま
れ
、
天
延
一
一
年
（
九
七
四
）
か
ぞ
陰
え
五
八
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
定
方
に
は

男
子
五
人
、
女
子
一
四
人
の
子
が
い
た
。
兄
の
佳
節
は
従
五
位
下
・
甲
斐
守
、
理
実
（
貫
力
）
は
従
五
位
下
・
宮
内
少
輔
、
朝
忠
は
従
三
位
・

中
納
言
、
朝
頼
は
従
四
位
上
で
少
納
一
一
一
一
口
・
左
近
衛
少
将
・
左
大
弁
・
左
兵
衛
督
・
弾
正
弼
・
右
衛
門
督
・
左
馬
頭
・
勘
解
由
長
官
を
歴
任
し

た
。
女
子
の
方
も
鐸
々
た
る
も
の
で
、
仁
善
子
は
醍
醐
天
皇
の
女
御
で
あ
り
（
の
ち
藤
原
実
頼
に
配
偶
）
、
一
人
は
中
務
卿
代
明
親
王
室
、
一
人

は
中
納
言
藤
原
兼
輔
室
、
一
人
は
大
宰
大
弐
平
随
時
の
妻
、
一
人
は
播
磨
守
藤
原
尹
文
室
、
一
人
は
左
大
臣
藤
原
師
尹
室
、
一
人
は
日
向
守
橘

（
８
）

典
輔
妻
、
一
人
は
刑
部
少
輔
藤
原
雅
正
妻
、
一
人
は
大
舎
人
頭
源
為
善
妻
、
一
人
は
左
丘
〈
衛
少
尉
藤
原
康
正
妻
で
あ
っ
た
。

こ
れ
主
さ

さ
て
、
藤
原
朝
成
が
怨
雲
工
と
な
っ
た
、
こ
と
の
次
第
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
『
大
鏡
』
（
中
）
の
「
太
政
大
臣
伊
尹
謙
徳
公
」
の
項
に
よ

る
と
、
朝
成
は
藤
原
伊
尹
と
蔵
人
頭
を
争
っ
た
と
い
う
。
「
朝
成
の
中
納
言
と
一
条
の
摂
政
伊
尹
と
、
同
じ
を
り
の
殿
上
人
に
て
、
し
な
の
程

ざ
え

こ
そ
、
一
条
殿
に
ひ
と
し
か
ら
れ
、
身
の
才
、
人
お
ぼ
え
、
や
む
ご
と
な
ぎ
人
な
り
け
れ
な
。
頭
に
な
る
べ
き
次
第
至
り
た
る
に
。
…
・
・
」
と
あ

る
。
朝
成
は
順
序
か
ら
い
っ
て
当
然
蔵
人
頭
に
な
る
べ
き
人
で
あ
っ
た
。
朝
成
は
伊
尹
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
た
。
「
あ
な
た
が
、
い
ま
蔵
人

頭
に
な
ら
な
く
て
も
、
誰
も
悪
く
い
う
人
は
い
な
い
、
あ
と
で
望
み
ど
お
り
な
れ
る
の
だ
か
ら
、
し
か
し
私
の
場
合
は
、
こ
の
期
を
逃
し
て
な

、
、

り
損
ね
た
ら
、
た
い
へ
ん
つ
ら
い
め
に
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ど
う
か
、
あ
な
た
は
お
り
て
下
さ
い
」
と
。
こ
れ
に
対
し
て
伊
尹
は
「
そ

、
、

の
点
は
よ
く
わ
か
る
、
そ
れ
な
ら
私
は
お
り
よ
う
」
と
約
束
し
た
。
と
一
」
ろ
が
、
事
実
は
、
朝
成
に
何
の
挨
拶
も
な
く
、
伊
尹
は
蔵
人
頭
に
な

っ
た
。
た
ぱ
か
ら
れ
た
と
、
朝
成
は
伊
尹
を
恨
ん
だ
。

そ
の
後
、
伊
尹
の
と
こ
ろ
に
仕
え
て
い
る
人
間
の
こ
と
で
伊
尹
が
ぎ
げ
ん
を
損
ね
て
い
る
と
聞
い
て
、
朝
成
が
弁
明
に
赴
く
こ
と
が
あ
っ

た
。
六
、
七
月
の
暑
さ
の
な
か
を
、
朝
成
は
伊
尹
邸
の
中
門
の
と
こ
ろ
で
立
っ
て
待
っ
て
い
た
が
、
伊
尹
は
い
っ
こ
う
に
会
お
う
と
も
せ
ず
、

陽
も
西
に
傾
き
か
け
、
暑
さ
は
耐
え
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
朝
成
は
「
は
や
う
こ
の
殿
伊
尹
は
、
我
を
あ
ぶ
り
殺
さ
む
と
お
ぼ
す
に
こ
そ
あ

り
け
れ
」
と
、
た
い
へ
ん
な
恨
永
よ
う
で
あ
っ
た
。
家
に
帰
っ
た
朝
成
は
、
伊
尹
の
一
族
を
怨
ん
で
「
こ
の
族
永
く
絶
た
む
、
若
し
男
子
も
女

子
も
あ
り
と
も
、
ば
か
ば
か
し
く
て
は
あ
ら
せ
じ
、
あ
ば
れ
と
い
ふ
人
あ
ら
ば
、
そ
れ
を
も
怨
ゑ
ん
」
と
誓
い
亡
く
な
っ
た
の
で
「
代
々
の
御
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朝
成
と
伊
尹
が
蔵
人
頭
を
争
っ
た
話
は
『
宝
物
集
』
に
も
載
っ
て
お
り
、
「
蔵
人
頭
ア
ラ
ソ
ヒ
ニ
、
モ
ノ
、
ケ
ニ
ナ
リ
ク
ー
、
ヒ
テ
、
御
ス
エ

、
、
、

ヲ
〈
ミ
ナ
ホ
ロ
ホ
カ
シ
絵
タ
ル
ソ
カ
ン
」
と
い
い
、
藤
原
義
懐
。
同
挙
賢
・
同
義
孝
ら
に
た
た
り
、
更
に
は
花
山
天
皇
に
も
累
が
及
ん
だ
と
記

（
９
）

し
て
い
る
。
同
様
な
話
は
、
後
世
の
『
建
内
記
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
『
古
事
談
」
（
二
）
の
記
す
と
こ
ろ
は
少
し
違
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
朝
成
は
伊
尹
と
参
議
を
争
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
多

く
の
人
は
、
伊
尹
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
っ
た
と
い
う
。
実
際
は
、
朝
成
が
参
議
に
な
っ
た
の
は
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
で
、
伊
尹
は
二
年

（
Ⅲ
）

後
に
参
議
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
朝
成
は
中
納
一
一
一
一
口
と
な
り
、
や
が
て
大
納
一
一
一
一
口
を
望
み
、
す
で
に
摂
政
・
太
政
大
臣
と
な
っ
て
い
た
伊
尹
の

邸
に
頼
み
に
行
く
。
さ
ん
ざ
ん
待
た
さ
れ
た
あ
げ
く
、
数
刻
を
経
て
会
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
伊
尹
は
、
「
役
人
の
世
界
と
は
面
白
い
も
の
で
す

ね
、
む
か
し
、
あ
な
た
と
参
議
を
争
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
、
そ
の
と
き
は
、
私
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
い
わ
れ
ま
し
た
が
ね
、
い
ま
は
、

大
納
言
の
欠
員
に
誰
を
あ
て
る
か
は
、
私
の
心
ひ
と
つ
で
す
よ
」
と
い
う
。
恥
を
か
か
さ
れ
た
朝
成
は
激
怒
し
て
退
出
し
、
車
に
乗
る
と
き
、

持
っ
て
い
た
笏
を
車
に
投
げ
入
れ
る
と
、
笏
は
中
央
か
ら
破
裂
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
ま
も
な
く
伊
尹
は
四
九
歳
で
亡
く
な
る
。
こ
れ
は
朝
成

い
き
り
よ
う

の
「
生
壺
一
工
」
が
た
た
っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
た
。
朝
成
が
伊
尹
に
敵
意
を
抱
く
と
、
そ
の
足
が
た
ち
ま
ち
大
き
く
な
り
沓
を
は
く
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
、
沓
を
ひ
っ
か
け
て
退
出
し
た
と
付
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
大
納
言
を
望
ん
で
伊
尹
に
恥
を
か
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
史
実
に
て
ら
す
と
、
朝
成
は
中
納
一
一
一
一
口
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、
い
か
に
も
話
に
無
理
が
あ
る
。

『
十
訓
抄
』
（
十
）
は
、
朝
成
が
検
非
違
使
別
当
の
と
き
中
納
一
一
一
一
口
を
望
み
、
石
清
水
八
幡
宮
に
詣
で
、
「
我
強
盗
百
人
が
頸
を
切
者
也
、
其
功

（
ｕ
）

労
に
よ
り
て
、
今
度
閥
に
拝
任
」
す
べ
し
と
祈
念
し
た
、
果
た
し
て
中
納
一
一
一
一
口
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
「
大
納
一
一
一
一
口
所
望
時
本
意
を
と
げ
す
悪
霊
に
成

（
、
）

に
け
り
」
と
記
す
。
た
だ
、
こ
の
話
は
『
古
事
談
」
（
五
）
て
は
源
経
成
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
朝
成
の
官
位
昇
進
へ
の
異

常
な
ま
で
の
執
念
が
、
生
霊
・
怨
霊
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

朝
成
の
怨
霊
は
伊
尹
の
孫
の
行
成
に
も
た
た
っ
た
。
行
成
は
能
書
家
と
し
て
知
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
一
一
一
蹟
の
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
一
条
天
皇
や

、
、

藤
原
道
長
の
信
任
が
あ
つ
く
、
道
長
の
子
長
家
を
娘
の
ム
コ
と
し
て
い
た
。
『
大
鏡
』
（
中
）
に
よ
る
と
、
道
長
の
夢
に
、
紫
戻
殿
の
後
の
戸
の

だ
た

も
と
、
清
涼
殿
の
殿
上
へ
参
る
人
が
必
ず
通
る
と
こ
ろ
に
人
が
立
っ
て
い
る
、
顔
は
戸
に
か
く
れ
て
よ
く
見
え
な
い
の
で
、
道
長
が
「
誰
そ
誰

悪
霊
」
と
な
っ
た
と
い
う
。
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行
成
の
こ
と
は
、
『
江
談
抄
』
で
は
少
し
違
っ
て
い
て
、
行
成
が
蔵
人
頭
の
と
ぎ
、
物
忌
に
よ
り
籠
居
し
て
い
た
が
、
禁
中
か
ら
急
用
で
あ

る
と
呼
び
出
さ
れ
、
殿
上
で
に
わ
か
に
「
心
神
度
を
失
う
」
と
い
う
状
態
に
陥
る
。
天
皇
が
そ
の
様
子
を
察
し
て
「
タ
ソ
ァ
レ
こ
と
い
わ
れ

、
、
、

る
と
「
朝
成
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
》
」
の
話
で
は
、
明
ら
か
に
朝
成
の
た
た
り
が
行
成
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

朝
成
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
『
今
昔
物
語
集
』
（
巻
第
一
一
十
八
の
第
二
十
一
一
一
）
は
、
「
身
ノ
才
賢
カ
リ
ヶ
レ
ハ
、
唐
ノ
事
モ
、
此
ノ
朝
ノ
事

お
も
ば
か

お
し
か
ら

モ
、
皆
吉
ク
知
テ
思
量
リ
有
り
、
肝
太
ク
シ
テ
、
押
柄
ニ
ナ
ム
有
ケ
ル
、
亦
笙
ヲ
吹
ク
事
ナ
ム
、
極
ダ
ル
上
手
也
ケ
ル
、
亦
身
ノ
徳
ナ
ト
モ
有

ケ
レ
ハ
、
家
ノ
内
モ
豊
ナ
リ
ヶ
リ
、
長
高
ク
シ
テ
、
太
り
一
一
大
リ
テ
ナ
ム
有
ケ
レ
ハ
、
大
リ
ノ
責
テ
苦
シ
キ
マ
テ
肥
タ
リ
ヶ
レ
〈
」
と
書
い
て

い
る
。
異
常
な
ま
で
の
肥
満
体
で
あ
っ
た
。
肥
満
の
解
消
に
つ
い
て
医
師
に
相
談
す
る
と
、
「
冬
〈
湯
漬
、
夏
〈
水
漬
一
一
テ
御
飯
ヲ
可
食
キ
也
」

と
教
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
食
事
の
あ
り
さ
ま
た
る
や
、
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
医
師
が
見
て
い
る
前
で
食
事
を
し
た
の
で
あ
る

か
た
き
ニ
リ

が
、
一
一
一
寸
ほ
ど
の
干
瓜
を
一
○
本
ば
か
り
と
鮨
鮎
を
一
一
一
○
疋
分
ば
か
り
置
い
て
、
大
き
な
碗
に
飯
を
盛
り
、
そ
れ
に
水
を
注
ぐ
。
ま
ず
一
二
つ

に
切
っ
た
瓜
を
三
本
た
べ
、
一
一
一
つ
に
切
っ
た
鮨
鮎
を
五
、
六
疋
た
べ
、
つ
い
で
水
飯
を
た
ち
ま
ち
た
べ
、
お
か
わ
り
を
す
る
と
い
う
あ
り
さ
ま

で
あ
っ
た
。
医
師
は
、
こ
れ
で
は
水
飯
を
専
ら
た
べ
た
と
し
て
も
更
に
太
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
て
し
ま
う
。
朝
成
は
い
よ
い
よ

ふ
と
り
、
「
相
撲
人
ノ
様
」
に
な
っ
た
と
い
う
。
は
じ
め
て
殿
上
に
参
っ
た
と
き
、
村
上
天
皇
が
、
「
（
朝
成
の
）
ア
サ
マ
シ
ク
肥
テ
、
ミ
メ
人

（
、
）

ニ
コ
ト
ナ
リ
ヶ
ル
」
を
見
て
驚
い
た
の
も
尤
も
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
朝
成
は
笙
の
名
手
で
、
藤
原
基
経
・
源
重
信
と
と
も
に
「
古
些
日
吹
笙

そ
」
と
問
う
と
「
朝
成
に
は
べ
り
」
と
答
え
る
。
た
い
へ
ん
お
そ
ろ
し
か
っ
た
が
、
道
長
が
勇
を
鼓
し
て
「
な
ど
か
く
て
は
立
ち
た
ま
ひ
た

る
」
と
尋
ね
る
。
朝
成
は
、
頭
の
弁
（
行
成
の
こ
と
）
が
来
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
だ
と
答
え
る
。
道
長
は
い
そ
い
で
行
成
の
も
と
に
手

紙
を
や
り
、
今
日
は
病
い
と
称
し
て
休
む
よ
う
に
と
書
い
た
が
間
に
合
わ
ず
、
行
成
は
や
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
か
れ
は
い
つ
も
と
違
っ
て
、

北
の
陣
か
ら
、
藤
壺
、
後
涼
殿
の
は
ざ
ま
を
通
っ
て
殿
上
に
来
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
成
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
通
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
道
長
か
ら
話
を
聞
い
た
行
成
は
、
ろ
く
に
口
も
き
か
ず
に
家
に
帰
り
、
し
ば
ら
く
は
内
裏
に
も
来
な
か
っ
た
と
い
う
。
行
成
は
運
よ
く
朝

成
の
悪
霊
に
遭
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
大
鏡
』
は
「
守
り
の
こ
は
く
や
お
は
し
け
む
」
と
書
い
て
い
る
。
「
守
り
」
と
は
守
護
神
の
こ
と

で
、
行
成
の
守
り
神
が
つ
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
、
伊
尹
の
一
族
は
朝
成
の
旧
宅
鬼
殿
に
は
近
よ
ら
な
い
の

で
、
行
成
〈

だ
と
い
う
。
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怨
霊
と
い
え
ば
、
藤
原
元
方
の
怨
霊
も
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
元
方
は
贈
中
納
一
一
一
一
口
従
一
一
一
位
菅
根
の
一
一
男
で
、
延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）

従
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
以
後
昇
進
し
て
参
議
・
中
納
一
一
一
一
口
、
最
終
的
に
は
正
一
一
一
位
・
大
納
一
一
一
一
口
に
至
り
、
天
暦
七
年
（
九
五
三
）
六
六
歳
で
亡
く
な

っ
た
。
『
尊
卑
分
脈
』
は
元
方
に
つ
い
て
「
為
二
春
宮
怨
霊
一
」
と
記
し
て
い
る
。
元
方
の
娘
祓
姫
は
村
上
天
皇
の
更
衣
と
な
っ
て
い
た
が
、
天

皇
の
後
宮
に
は
、
藤
原
師
輔
の
娘
、
重
明
親
王
の
娘
、
代
明
親
王
の
娘
ら
多
く
の
女
御
た
ち
が
い
た
。
祓
姫
は
第
一
皇
子
広
平
親
王
を
生
む
。

元
方
が
大
き
な
喜
び
と
期
待
を
親
王
に
抱
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
暦
四
年
五
月
師
輔
の
娘
安
子
が
皇
子
憲
平
親
王
を

生
む
。
憲
平
親
王
は
第
一
皇
子
広
平
親
王
を
さ
し
お
い
て
東
宮
に
立
ち
、
元
方
は
失
望
落
胆
す
る
。
『
栄
華
物
語
』
（
｜
）
は
「
か
く
と
間
に
、
む

ね
ふ
た
か
る
心
ち
し
て
、
物
を
た
に
も
く
は
す
な
り
に
け
り
」
と
書
い
て
い
る
。
一
一
一
年
後
の
天
暦
七
年
一
一
一
月
に
元
方
は
世
を
去
り
、
そ
の
後
広

げ

平
親
王
と
母
祓
姫
も
続
い
て
亡
く
な
り
、
元
方
一
族
の
遺
恨
は
怨
念
と
な
り
、
「
物
の
怪
」
に
現
わ
れ
て
師
輔
一
族
を
悩
ま
す
こ
と
に
な
る
。

（
ｕ
）

名
人
」
と
称
さ
れ
た
。
朝
成
が
は
じ
め
て
殿
上
に
参
っ
た
と
き
、
村
上
天
白
一
が
「
能
ヤ
ァ
ル
」
と
問
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
兄
の
朝
忠
が
「
カ

タ
ノ
コ
ト
ク
学
問
シ
侍
レ
ト
モ
、
コ
ト
ノ
サ
ウ
ニ
ヲ
ョ
ハ
ス
ャ
侍
ラ
ム
、
又
笙
ヲ
ソ
ッ
カ
マ
ッ
ル
」
と
答
え
た
。
早
速
、
笙
を
吹
か
せ
た
と
こ

（
巧
）

ろ
「
ソ
ノ
声
雲
ニ
ト
ヲ
リ
テ
タ
ヘ
二
目
出
タ
カ
リ
ヶ
ル
ハ
」
と
い
う
こ
と
で
、
何
か
に
つ
け
て
召
さ
れ
た
と
い
う
。

朝
成
は
『
今
昔
物
語
集
』
（
巻
第
一
一
十
八
の
第
二
十
一
一
一
）
に
「
身
ノ
徳
ナ
ト
モ
有
ケ
レ
ハ
、
家
ノ
内
モ
豊
ナ
リ
ヶ
リ
」
と
書
か
れ
た
よ
う
に
、

富
裕
で
あ
り
、
蓄
え
た
財
産
の
う
ち
に
当
然
荘
園
も
あ
っ
た
。
伊
賀
国
名
張
郡
の
薦
生
牧
と
、
大
和
国
山
辺
郡
と
伊
賀
国
名
張
郡
の
堺
に
あ
る

広
瀬
牧
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
所
領
は
応
和
二
年
（
九
六
一
一
）
に
興
福
寺
の
延
珍
僧
都
の
週
一
一
一
一
口
に
基
づ
い
て
朝
成
に
渡
さ
れ
た
も
の
で

（
昭
）

あ
る
が
、
立
券
に
当
た
っ
て
東
大
寺
と
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
史
料
が
『
平
安
遺
文
』
（
巻
一
）
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

（
灯
）

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
山
城
国
紀
伊
郡
内
の
一
○
町
余
ｈ
／
の
田
畠
で
、
い
ず
れ
ｊ
も
貢
得
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
一
部
は
主
殿
允
国
有
輔
か
ら
、
一
部
は
大
蔵
史
生
宗
岡
兼
憲
か
ら
買
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
両
人
が
下
級
官
人
で
あ
る
点

に
注
意
を
惹
か
れ
る
。
こ
の
土
地
は
、
朝
成
の
死
後
、
天
元
四
年
（
九
八
一
）
藤
原
為
賢
の
父
（
刑
部
大
輔
・
士
佐
守
）
に
乾
元
銭
一
一
三
○
貫

（
旧
）

文
で
売
却
さ
れ
、
つ
い
で
為
賢
が
伝
領
し
た
が
、
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
十
月
邸
宅
が
焼
け
公
験
文
書
な
ど
を
亡
失
し
た
と
い
う
。

三
藤
原
元
方
の
一
族

平
安
貴
族
の
虚
像
と
実
像
（
阿
部
）

五
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の
ぶ
た
だ

土

元
方
の
子
の
う
ち
名
高
い
の
は
陳
忠
で
あ
る
。
陳
忠
は
信
濃
守
で
、
任
終
て
て
都
に
帰
る
と
ぎ
美
濃
国
と
の
国
境
の
御
坂
で
谷
に
落
ち
た
、

（
皿
）

か
ん
け
ん

例
の
貧
欲
な
受
領
の
代
表
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
同
じ
く
子
の
由
忠
は
長
門
守
で
あ
っ
た
。
串
山
忠
の
子
観
硯
は
聖
人
で
、
若

い
頃
い
ま
だ
在
俗
の
と
ぎ
、
家
に
入
っ
た
盗
人
を
見
逃
し
て
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
後
年
東
国
か
ら
都
へ
帰
る
途
中
、
関
山
の
盗
賊
に
恩
返
し

（
犯
）

む
れ
た
だ

や
す
由
さ

を
う
け
た
と
い
う
。
ま
た
元
方
の
子
の
な
か
に
致
忠
が
い
る
。
致
忠
の
子
、
す
な
わ
ち
元
方
の
孫
に
当
た
る
人
物
の
な
か
に
保
昌
が
い
る
。
藤

（
羽
）

原
保
昌
は
藤
原
道
長
の
家
司
の
ひ
と
り
で
、
か
れ
は
和
泉
式
部
の
二
度
め
の
夫
と
し
て
ｊ
も
知
ら
れ
て
い
る
。
和
泉
式
部
の
つ
れ
子
が
小
式
部

で
、
か
の
有
名
な
「
大
江
山
い
く
の
の
路
の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
ゑ
小
）
糸
ず
あ
主
の
は
し
だ
て
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
女
性
で
あ
る
。

（
型
）

保
昌
は
、
た
ぶ
ん
治
安
一
兀
年
（
一
○
二
一
）
か
一
一
年
に
丹
後
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
妻
の
和
泉
式
部
を
伴
っ
て
任
国
に
赴
い
た
。
丹
波
か
ら
丹
後

（
閉
）
よ
さ

に
至
る
道
の
途
中
、
与
謝
峠
（
大
江
山
の
西
方
）
に
さ
し
か
か
る
と
、
白
髪
の
武
士
が
た
だ
一
騎
、
路
傍
の
木
の
か
げ
に
立
っ
て
い
る
。
保
日
日

の
郎
等
ら
が
、
「
こ
の
と
し
よ
り
は
何
で
下
馬
し
な
い
の
か
、
け
し
か
ら
ん
奴
だ
、
下
馬
す
る
よ
う
に
い
っ
て
や
ろ
う
」
と
い
う
と
、
保
昌
は
、

「
（
あ
の
ざ
ま
は
）
一
人
当
千
卜
云
馬
之
立
様
ナ
リ
、
非
二
直
也
人
一
獣
」
Ｉ
た
だ
も
の
じ
零
な
い
ｌ
と
郎
等
ら
を
制
止
し
て
そ
の
霞
藝
讓
行

む
ね
つ
れ

き
過
ぎ
た
。
一
一
、
’
二
町
ほ
ど
行
く
と
、
平
致
経
が
多
く
の
兵
を
ひ
き
い
て
来
る
の
に
出
会
う
。
保
昌
に
挨
拶
し
て
「
老
人
に
お
会
い
に
な
っ
た

む
ね
よ
り

で
し
ょ
う
、
私
の
父
の
致
頼
で
す
。
頑
固
な
田
舎
者
で
、
き
っ
と
失
礼
な
こ
と
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
い
う
。
こ
の
話
は
「
古
事
談
」
（
四
）

や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
巻
第
十
一
の
十
一
）
、
『
十
訓
抄
』
（
第
一
一
一
の
十
一
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
三
者
は
、
ほ
ぼ
同
文
・
同
内
容
で
あ
る

が
、
『
十
訓
抄
』
は
「
此
の
党
は
、
頼
信
・
保
昌
・
維
衡
・
致
頼
と
て
、
世
に
勝
れ
た
る
四
人
の
武
士
な
り
、
両
虎
た
、
か
ふ
と
ぎ
は
、
と
氷
）

憲
平
親
王
は
冷
泉
天
皇
と
な
る
が
、
天
皇
は
狂
気
の
振
舞
い
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
精
神
異
常
の
症
状
が
あ
っ
た
。
元
方
の
霊
は
天
皇
の
弟
守
平

（
四
）

親
王
（
の
ち
の
円
融
天
皇
）
に
も
と
り
つ
い
た
と
い
う
。
冷
泉
天
白
一
の
皇
子
師
貞
親
王
は
の
ち
に
花
山
天
皇
と
な
る
が
、
天
皇
も
ま
た
狂
気
の

（
卯
）

振
舞
い
が
多
く
、
在
位
わ
ず
か
一
一
年
で
藤
原
兼
家
ら
の
謀
略
に
の
せ
ら
れ
て
退
位
し
た
。
一
条
天
皇
の
あ
と
即
位
し
た
一
二
条
天
皇
は
冷
泉
天
皇

の
皇
子
で
あ
る
が
、
難
聴
で
、
ま
た
眼
を
患
い
失
明
状
態
に
近
く
、
そ
の
皇
子
敦
明
親
王
は
東
宮
に
立
つ
が
、
自
ら
東
宮
の
地
位
を
捨
て
る
。

小
一
条
院
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
冷
泉
・
円
融
・
花
山
・
一
一
一
条
・
小
一
条
院
へ
と
、
元
方
の
悪
霊
は
た
た
り
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
『
栄
華
物

語
」
（
｜
）
は
「
御
も
の
、
け
ど
あ
い
と
数
多
か
る
に
も
、
か
の
元
方
大
納
一
一
一
一
口
の
霊
い
ふ
じ
く
お
ど
る
ノ
ー
し
く
」
と
元
方
の
怨
霊
の
恐
ろ
し
さ

語
』
（
｜
）
は
扇

を
述
べ
て
い
る
。
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役
ト
」
し
た
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
「
兵
」
な
の
で
あ
っ
た
。

は
か
ま
だ
れ

藤
原
保
日
日
に
関
す
る
説
話
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
盗
賊
袴
垂
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
そ
の
説
話
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
巻
第
一
一

の
第
十
）
や
『
今
昔
物
語
集
』
（
巻
第
二
十
五
の
第
七
）
に
載
せ
ら
れ
て
い
て
両
者
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
袴
垂
は
「
心
太
ク
カ
強
ク
、
足
早
、

い
み
じ

手
間
キ
、
思
量
賢
ク
、
世
二
並
ビ
元
キ
者
ニ
ナ
ム
有
ケ
ル
、
万
人
ノ
物
ヲ
〈
隙
ヲ
伺
テ
奪
上
取
ル
ヲ
以
テ
役
卜
」
す
る
「
極
キ
盗
人
ノ
大
将

軍
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
人
ゑ
な
寝
静
ま
っ
た
夜
半
に
、
お
ぼ
ろ
月
の
下
を
、
保
昌
が
笛
を
吹
き
な
が
ら
都
大
路
を
行
く
の
を
袴
垂
は
襲
お
う

と
す
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
測
り
知
れ
ぬ
恐
怖
を
覚
え
、
「
誰
か
」
と
い
う
保
昌
の
声
に
す
く
み
、
そ
の
場
に
か
が
ゑ
込
ん
で
し
ま
う
。
の
ち

に
捕
逮
さ
れ
た
袴
垂
は
、
「
あ
の
と
き
ほ
ど
恐
ろ
し
い
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
語
っ
た
と
い
う
。

（
”
）

保
昌
の
弟
に
保
輔
な
る
も
の
が
お
り
、
か
れ
は
盗
賊
で
あ
っ
た
。
保
輔
は
「
強
盗
張
本
、
本
朝
第
一
武
略
、
蒙
一
一
迫
討
宣
】
口
一
十
五
度
」
と
い

う
、
し
た
た
か
な
盗
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
「
太
刀
・
鞍
。
鎧
・
か
ぶ
と
・
絹
・
布
な
ど
、
ょ
ろ
づ
の
う
る
物
を
よ
び
入
て
」
い
い
値
の
ま
ま

（
釦
）

買
い
、
代
価
を
支
払
う
か
ら
と
奥
の
倉
に
誘
い
、
倉
の
下
に
深
く
掘
っ
た
穴
に
つ
き
落
し
て
殺
し
た
と
い
う
。
検
非
違
使
に
追
及
さ
れ
た
保
輔

（
皿
）

（
犯
）

は
一
二
条
の
中
納
一
一
一
一
口
顕
光
邸
に
か
く
ま
わ
れ
て
い
た
が
、
逃
れ
が
た
い
と
覚
り
、
自
殺
を
く
わ
だ
て
た
が
捕
え
ら
れ
、
獄
中
で
死
ん
だ
。

保
昌
や
保
輔
の
父
は
致
忠
で
あ
る
が
、
か
れ
は
蔵
人
・
右
馬
権
頭
・
右
京
大
夫
・
備
後
守
・
陸
奥
守
を
歴
任
し
、
従
四
位
上
ま
で
の
ぼ
っ
た

人
物
で
あ
る
。
致
忠
は
、
長
保
元
年
（
九
九
九
）
八
月
、
美
濃
国
へ
下
る
途
中
、
前
相
模
守
橘
輔
政
の
子
惟
頼
と
郎
等
二
人
を
射
殺
し
て
輔
政

（
羽
）

に
訴
え
ら
れ
、
佐
渡
島
に
流
さ
れ
て
い
る
。
致
忠
も
官
人
で
あ
り
な
が
《
わ
「
丘
〈
」
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
ふ
え
る
。
致
忠
の
娘
、

す
な
わ
ち
保
昌
の
妹
は
多
田
満
仲
の
妻
で
あ
り
、
こ
の
一
族
は
「
兵
」
的
性
格
が
濃
い
。
保
昌
は
日
向
守
・
肥
後
守
・
大
和
守
・
丹
後
守
・
摂

津
守
を
歴
任
し
た
典
型
的
な
受
領
層
、
中
流
貴
族
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
る
に
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
丹
後
守
と
し
て
任
国
に
赴
い
た
保

昌
は
、
「
朝
暮
二
郎
等
巻
属
ト
共
二
鹿
ヲ
狩
ヲ
以
テ
役
ト
ス
」
と
い
わ
れ
、
自
分
の
命
令
に
従
わ
な
い
郎
等
に
対
し
て
は
「
連
一
一
汝
が
頸
ヲ
可
し

な
り
」
と
つ
け
加
え
て
い
る
。

つ
わ
も
の

（
妬
）
（
町
）

こ
の
説
話
は
、
藤
原
保
日
已
の
す
ぐ
れ
た
丘
〈
と
し
て
の
振
舞
い
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
れ
は
「
勇
士
武
略
之
長
」
「
武
者
」
と
称
さ
れ
、

ど
う
い
た

「
心
猛
ク
シ
テ
弓
箭
ノ
道
二
達
し
リ
」
と
い
わ
れ
、
丹
波
国
に
下
向
し
て
の
ち
も
「
其
ノ
国
ニ
シ
テ
朝
暮
二
郎
等
巻
属
ト
共
二
鹿
ヲ
狩
ヲ
以
テ

（
犯
）

つ
わ
も
の

役
ト
」
し
た
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
「
兵
」
な
の
で
あ
っ
た
。

に
死
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
、
保
昌
か
れ
が
振
舞
を
見
知
り
て
、
さ
ら
に
あ
な
づ
ら
ず
、
郎
等
を
い
さ
め
て
無
為
な
り
け
る
は
、
い
ゑ
じ
ぎ
高
名
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安
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召
也
」
と
威
嚇
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
野
蛮
さ
は
「
兵
」
に
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
。
多
田
満
仲
は
、
鷹
を
四
、
五
十
羽
も
つ
な
ぎ
、
殺
生
量
り
な
し
と
い
わ
れ
、
河

に
は
簗
を
打
っ
て
多
く
の
魚
を
と
り
、
多
く
の
鷲
を
飼
っ
て
生
類
を
喰
わ
せ
、
海
で
は
網
を
引
い
て
魚
を
と
り
、
山
で
は
鹿
狩
り
を
す
る
な
ど

多
く
の
生
類
を
殺
さ
せ
、
「
我
ガ
心
二
違
う
者
有
レ
バ
、
虫
ナ
ド
ヲ
故
ス
様
一
一
故
シ
シ
、
少
シ
宜
シ
ト
思
う
罪
ニ
ハ
足
手
ヲ
切
ル
」
と
い
わ
れ

（
お
）

て
い
る
。
同
様
の
例
は
、
讃
岐
国
多
度
郡
の
五
位
源
大
夫
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
承
ら
れ
、
か
れ
は
「
心
極
テ
猛
ク
シ
テ
故
生
ヲ
以
業
ス
、
日

夜
朝
暮
二
、
山
野
二
行
テ
鹿
鳥
ヲ
狩
り
、
河
海
一
一
臨
テ
魚
ヲ
捕
ル
、
亦
人
ノ
頸
ヲ
切
り
足
手
ヲ
不
折
ヌ
日
〈
少
ク
ゾ
有
ケ
ル
」
と
い
う
極
悪
非

（
妬
）

道
の
も
の
で
あ
っ
た
。
『
古
事
談
』
（
第
一
）
に
あ
る
話
で
あ
る
が
、
白
河
法
皇
が
殺
生
禁
断
の
命
を
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
忠
盛
の
相

伝
の
家
人
加
藤
大
夫
成
家
が
鷹
狩
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
呼
び
出
さ
れ
る
。
成
家
は
女
御
殿
（
祇
園
女
御
）
の
と
こ
ろ
に
毎
日
鳥
を
差
上
げ

る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
、
も
し
こ
れ
を
怠
れ
ば
主
人
忠
盛
か
ら
重
科
に
処
さ
れ
る
、
「
源
氏
平
氏
之
習
、
重
科
ト
申
〈
被
し
切
レ
頸
候
也
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
た
と
い
殺
生
禁
断
の
命
に
背
い
て
禁
獄
・
流
罪
に
処
さ
れ
て
も
、
主
人
に
頸
を
切
ら
れ
る
よ
り
ま
し
だ
と
、
私
は
よ
ろ
こ
ん

で
主
か
り
出
た
次
第
で
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

藤
原
保
昌
も
か
れ
ら
と
全
く
同
類
で
あ
り
、
殺
人
者
と
し
て
の
風
貌
は
お
お
う
べ
く
し
な
い
。
保
昌
は
、
じ
し
ん
「
兵
」
で
あ
り
、
「
郎
等
・

従
者
」
と
い
う
暴
力
集
団
を
ひ
き
い
て
都
大
路
を
横
行
し
、
ま
た
任
国
に
赴
く
受
領
で
も
あ
っ
た
。
保
昌
の
郎
等
に
、
前
大
宰
少
監
清
原
致
信

か
ら

な
る
も
の
が
い
た
。
寛
仁
元
年
（
’
○
一
七
）
一
一
一
月
、
後
一
条
天
皇
の
石
清
水
八
幡
宮
行
幸
の
日
に
、
乗
馬
の
兵
七
・
八
騎
と
歩
の
も
の
十
余

人
に
囲
ま
れ
て
殺
害
さ
れ
た
。
下
手
人
は
秦
氏
元
ら
で
、
氏
元
は
源
頼
親
（
多
田
満
仲
の
子
）
の
従
者
で
、
主
人
頼
親
の
命
に
よ
っ
て
致
信
を

（
功
）

暗
殺
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
味
の
馬
允
為
頼
が
殺
さ
れ
た
の
に
対
す
る
報
復
で
あ
っ
た
。
致
信
は
、
か
の
情
少
納
一
一
一
戸
の
兄
で
あ
る
。

貴
族
に
し
て
藤
原
保
昌
の
如
く
「
兵
」
的
性
格
を
有
す
る
も
の
は
珍
し
く
な
い
。
例
え
ば
橘
則
光
は
、
能
登
守
。
士
佐
守
。
陸
奥
守
を
歴
任

あ
ら

し
た
人
物
で
あ
る
が
、
若
い
頃
、
夜
更
に
数
人
の
男
に
襲
わ
れ
た
が
、
こ
れ
を
斬
り
伏
せ
た
こ
と
が
あ
り
、
「
兵
ノ
家
二
非
ネ
ド
モ
、
心
極
テ

（
犯
）

大
ク
テ
思
量
賢
ク
、
身
ノ
カ
ナ
ド
ゾ
極
テ
強
カ
リ
ヶ
ル
」
と
い
わ
れ
た
。
右
大
弁
源
公
忠
は
光
孝
天
皇
の
孫
に
当
た
る
人
物
で
あ
る
が
、
夜
な

四
軍
事
貴
族

法
政
史
学
第
四
十
四
号（
鍵
）

』
」
と
威
嚇
し
て
い
る
。
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じ
じ
ゆ
う
て
ん

も
の
お
じ
せ
ぬ

夜
な
仁
寿
殿
に
現
わ
れ
る
怪
物
を
退
治
し
て
「
此
ノ
弁
〈
丘
〈
ノ
家
ナ
ム
ド
ニ
ハ
非
ネ
ド
モ
、
心
賢
ク
思
量
有
テ
、
物
恐
不
為
人
ニ
テ
ナ
ム
有
ヶ

（
羽
）

ル
」
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
主
殿
頭
源
章
家
は
、
肥
後
守
と
し
て
任
国
に
あ
っ
た
と
、
き
、
わ
が
子
が
重
病
で
、
遂
に
死
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の

ゆ
め

と
き
小
鷹
狩
を
し
て
い
て
、
「
几
ソ
露
計
ノ
慈
悲
元
ク
、
只
生
ダ
ル
者
ヲ
〈
故
ス
事
ゾ
ト
ー
ノ
ミ
知
テ
、
哀
ビ
ノ
心
〈
努
々
元
カ
リ
ヶ
リ
」
と
い

（
側
）

わ
れ
、
「
丘
〈
ノ
家
二
〈
非
ネ
ド
モ
、
心
極
テ
猛
ク
テ
、
昼
夜
朝
暮
二
生
命
ヲ
故
ス
ヲ
以
テ
役
卜
セ
リ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

豪
胆
で
武
芸
に
秀
で
た
貴
族
は
、
ｊ
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
の
時
代
に
も
存
在
し
た
わ
け
で
、
平
安
前
期
九
世
紀
の
場
合
、
六
国
史
の
い
わ
ゆ
る
蕊

卒
伝
を
ふ
る
と
、
か
な
り
そ
う
し
た
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
著
名
な
将
軍
坂
上
宿
禰
田
村
麻
呂
の
場
合
な
ど
は
、
「
家
世
尚
し
武
、
調
レ
鷹

（
虹
）

相
し
馬
、
子
孫
伝
し
業
、
相
次
不
レ
絶
」
と
い
う
よ
う
に
、
官
人
と
は
い
え
武
人
の
家
、
家
業
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
息
子
の

（
⑫
）

広
野
ｊ
も
「
少
以
一
一
武
勇
一
間
、
無
二
他
才
芸
一
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
の
ち
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
に
卒
去
し
た
坂
上
大
宿
禰
瀧
守
は
大

（
い
）

和
守
で
あ
っ
た
が
、
「
幼
好
一
一
武
芸
「
便
一
一
習
弓
馬
『
尤
善
二
歩
射
－
」
と
い
わ
れ
、
坂
上
氏
は
「
世
伝
一
一
将
種
「
瀧
守
幹
略
、
不
し
墜
二
家
風
一
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
に
卒
去
紮
文
室
朝
臣
巻
雄
は
「
幼
有
二
勇
カ
ー
不
し
好
二
読
書
「
便
二
習
弓
馬
『
尤
善
二
馳
射
一
」
と
い

わ
れ
、
「
身
体
軽
捷
、
甚
有
二
意
気
一
」
「
其
驍
勇
過
し
人
」
と
称
さ
れ
た
が
、
か
れ
は
綿
麻
呂
の
第
九
子
で
、
や
は
り
血
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

坂
上
氏
や
文
室
氏
は
特
別
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
他
に
一
一
、
一
一
一
の
例
を
引
い
て
み
た
い
。
弘
仁
一
一
年
（
八
一
一
）
に
卒
去
し
た

（
妬
）

備
前
守
藤
原
朝
臣
真
雄
は
「
勇
力
過
し
人
、
頓
有
一
一
武
芸
一
」
と
い
わ
れ
、
嘉
祥
一
二
年
（
八
五
○
）
に
卒
去
し
た
治
部
大
輔
興
世
朝
臣
書
主
の
場

合
、
父
祖
は
侍
医
で
、
書
主
じ
し
ん
学
問
に
す
ぐ
れ
、
ま
た
和
琴
を
弾
い
た
り
し
た
が
、
「
身
梢
軽
捷
、
超
一
一
躍
高
岸
一
浮
二
渡
深
水
『
猶
同
二
武

（
妬
）

芸
之
士
一
」
と
い
わ
れ
た
。
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
に
卒
去
し
た
越
一
別
守
源
朝
臣
啓
は
嵯
峨
天
皇
の
子
で
あ
っ
た
が
、
学
問
を
好
承
、
一
方

（
灯
）

（
蛆
）

弓
を
引
く
こ
と
に
長
じ
て
お
り
、
同
十
六
年
に
卒
去
し
た
清
原
真
人
秋
雄
は
「
能
一
一
射
芸
一
好
引
一
一
強
弓
一
」
い
た
と
い
い
、
元
慶
元
年
（
八
七

（
⑬
）

（
印
）

七
）
に
卒
去
し
た
藤
原
朝
臣
良
尚
は
「
好
二
武
芸
『
替
力
過
し
人
、
甚
有
二
膳
気
一
」
と
い
わ
れ
た
。

さ
て
、
そ
も
そ
も
古
代
貴
族
と
は
軍
事
貴
族
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
律
令
軍
団
の
前
身
を
な
す
の
は
国
造
軍
で
あ
る
が
、
壬
申
の
乱
の
経

過
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
軍
団
の
よ
う
な
常
備
軍
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
国
司
あ
る
い
は
国
司
の
上
に
立
つ
総
領
を
介
し

て
国
造
軍
を
動
員
す
る
公
的
組
織
は
存
在
し
た
も
の
と
ふ
ら
れ
る
。
そ
の
軍
隊
は
地
方
豪
族
の
私
兵
的
性
格
を
濃
厚
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ

（
Ⅲ
）

り
、
丘
〈
制
の
整
備
は
天
武
・
持
統
朝
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
く
。
天
武
十
一
二
年
（
六
八
四
）
閏
四
月
の
詔
は
「
几
政
要
者
軍
事
也
」
と
い
い
、
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安
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と
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（
塊
）

文
武
官
に
つ
と
め
て
武
器
を
用
い
乗
馬
を
習
え
と
命
じ
た
。
そ
の
前
年
十
一
口
刀
に
は
諸
国
に
詔
し
て
陣
法
を
習
わ
し
め
た
。
陣
法
と
は
「
諸

（
兜
）

葛
亮
八
陣
、
孫
子
九
地
」
と
い
う
』
も
の
で
、
中
国
の
兵
法
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
季
節
は
あ
た
か
１
℃
農
閑
期
で
あ
り
、
国
ご
と
に
農
民
を
召
集
し

（
別
）

て
軍
事
訓
練
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
推
測
ｊ
も
あ
る
。
そ
し
て
同
十
四
年
十
一
月
の
詔
で
は
「
大
角
・
小
角
・
鼓
・
吹
・
幡
旗
及
弩
・
批
之
類
、

（
弱
）

不
し
応
し
存
二
私
家
『
成
収
二
子
郡
家
一
」
と
命
じ
た
。
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
。
も
の
は
部
隊
装
備
の
兵
器
で
あ
り
、
国
造
軍
の
所
有
し
て
い
た
ｊ
も
の

を
郡
家
に
集
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
造
軍
を
解
体
し
て
令
制
軍
団
制
を
創
出
す
る
た
め
の
準
備
で
あ
っ
た
と
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。
天
武
朝
の
軍
事
政
権
的
性
格
は
朝
鮮
半
島
の
情
勢
と
深
く
か
か
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
全
国
的
な
軍
事
体
制
の
確
立
な
し
に
は
内
外
の
状

況
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
持
統
朝
に
お
い
て
も
、
一
一
｜
年
（
六
八
九
）
七
月
、
左
右
京
職
お
よ
び
諸
国
司
に
詔
し
て
「
習
レ
射
所
」
を

（
妬
）

築
造
さ
せ
、
同
七
年
十
二
月
に
は
陣
法
博
士
を
諸
国
に
遣
わ
し
て
丘
〈
法
を
教
習
せ
し
め
た
。

平
安
貴
族
の
世
界
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
実
に
殺
伐
た
る
世
界
で
あ
る
。
詩
歌
管
絃
に
秀
で
、
政
治
的
事
務
に
精
励
し
、
先
例
故
実
に
気
を
つ

か
い
、
恋
に
う
っ
っ
を
ぬ
か
し
、
陰
陽
道
の
迷
信
に
ふ
り
廻
さ
れ
て
い
る
青
白
い
貴
族
ｌ
こ
れ
は
確
か
に
か
れ
ら
の
一
側
面
で
あ
る
が
、
一

方
、
何
か
と
い
え
ば
暴
力
に
訴
え
、
喧
嘩
・
闘
争
を
事
と
し
人
を
殺
傷
す
る
野
蛮
さ
が
め
だ
つ
の
で
あ
る
。
平
安
京
内
で
の
貴
族
同
士
の
暴
力

（
諏
）

沙
汰
は
、
記
録
類
を
ふ
れ
ば
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
車
の
一
川
を
横
切
っ
た
と
い
っ
て
は
雑
色
ら
が
石
を
投
げ
あ
い
、
賀
茂
祭
の
見
物
の
桟
敷
の

（
記
）

間
で
瓦
礫
を
投
げ
あ
い
乱
闘
に
及
ぶ
な
ど
と
い
う
の
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
。

永
昨
元
年
（
九
八
九
）
四
月
、
尾
張
守
藤
原
文
信
は
安
倍
正
国
に
襲
撃
ざ
れ
負
傷
し
た
が
、
こ
れ
は
正
国
の
父
母
兄
弟
姉
妹
が
鎮
西
に
お
い

（
的
）

（
印
）

て
文
信
に
殺
さ
れ
た
の
に
対
す
る
報
復
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
藤
原
文
信
は
「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
」
で
知
ら
れ
る
藤
原
一
兀
命
が
解
任
さ

れ
た
あ
と
尾
張
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
長
和
二
年
（
’
○
一
’
一
一
）
八
月
、
参
議
藤
原
兼
隆
が
厩
舎
人
を
打
ち
殺
す
事
件
が
あ
り
、
藤

（
Ⅲ
）

原
実
資
は
そ
の
日
乗
に
「
事
之
非
常
、
未
し
有
し
如
し
之
」
と
書
い
た
。
長
保
一
元
年
（
九
九
九
）
七
月
二
十
四
日
の
白
昼
、
前
武
蔵
守
寧
親
の
郎

等
が
、
楯
を
持
ち
弓
箭
を
帯
び
て
阿
波
権
守
源
済
政
宅
に
押
し
入
り
、
済
政
方
か
ら
も
弓
箭
を
帯
び
た
も
の
が
多
数
出
て
き
て
戦
い
と
な
り
、

（
田
）

寧
親
方
の
二
人
が
殺
害
さ
れ
た
。
下
手
人
と
ふ
ら
れ
た
出
雲
介
某
は
備
前
国
に
逃
れ
、
翌
年
七
月
に
な
っ
て
、
右
京
少
進
藤
原
致
与
な
る
も
の

五
受
領
の
郎
等
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（
田
）

が
犯
人
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
。
ま
た
、
長
一
工
元
年
（
’
○
一
一
八
）
四
月
、
源
済
政
の
螂
等
平
為
行
と
肥
後
守
高
階
成
章
の
郎
等
藤
原
時
遠
が
合
戦

に
及
ば
ん
と
し
た
こ
と
が
あ
り
、
右
衛
門
尉
平
貞
重
が
そ
の
場
に
赴
い
て
制
止
し
た
。
長
徳
一
一
年
（
九
九
六
）
藤
原
伊
周
の
従
者
が
花
山
上
皇
に

矢
を
射
か
け
た
事
件
で
、
伊
周
の
家
司
で
あ
っ
た
紀
伊
守
藤
原
董
宣
宅
を
検
非
違
使
が
捜
索
し
、
八
人
の
兵
と
い
く
ば
く
か
の
武
器
を
抑
え
取

っ
た
が
、
な
お
七
、
八
人
の
兵
は
逃
亡
し
た
。
と
く
に
源
致
光
兄
弟
を
捕
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
京
内
外
を
捜
索
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、

（
筋
）

検
非
違
使
別
当
で
あ
っ
た
藤
原
実
資
は
、
「
内
符
（
府
）
多
養
レ
丘
〈
」
と
、
伊
周
邸
に
武
装
集
団
が
常
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
る
。

記
録
類
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
に
は
、
い
わ
ゆ
る
受
領
と
そ
の
郎
等
ら
の
事
件
が
多
い
。
受
領
が
そ
の
任
国
に
赴
く
に
当
た
っ
て
多
く
の
従
者

を
ひ
き
い
て
行
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
正
暦
元
年
（
九
九
○
）
筑
前
守
藤
原
知
章
は
郎
等
・
従
類
三
十
余
人
を
ひ
き
つ
れ
て
い
た

（
師
）

と
い
う
。
例
の
永
延
一
一
年
（
九
八
八
）
の
「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
」
に
は
、
守
藤
原
一
兀
命
の
「
郎
従
之
徒
、
加
レ
雲
散
二
満
於
部
内
一
」
し
、
そ
れ

ら
郎
等
・
従
者
は
百
姓
の
家
に
押
し
入
っ
て
乱
暴
を
働
き
、
「
勘
徴
之
使
」
は
多
く
の
従
類
を
ひ
き
い
て
士
毛
を
貴
い
取
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

（
印
）

ろ
。
い
わ
ゆ
る
受
領
層
は
、
武
装
集
団
を
ひ
き
い
て
任
国
に
赴
き
、
そ
の
暴
力
を
背
景
に
し
て
収
奪
を
行
い
私
的
な
富
を
蓄
鹿
え
た
の
で
あ
る

が
、
有
力
貴
族
は
そ
う
し
た
受
領
層
を
家
司
と
し
て
抱
え
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
藤
原
道
長
の
家
司
に
は
、
正
三
位
・
大
宰
大
弐
ま
で
の
ぼ

っ
た
藤
原
惟
憲
を
は
じ
め
、
前
に
述
べ
た
藤
原
保
昌
、
源
済
政
ら
多
く
の
受
領
が
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
家
司
受
領
」
で
、
か
れ
ら
の
保
有
す
る

（
品
）

私兵が摂関家の常備軍とＪもいうべき役割りを果たしていたといえる。（刀）
長
久
元
年
（
一
○
四
○
）
四
月
、
殺
人
を
犯
し
て
逮
捕
さ
れ
た
高
階
成
章
の
郎
等
は
筑
紫
国
の
人
で
、
殺
さ
れ
た
男
た
ち
も
「
武
勇
者
」
と

（
的
）

い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
一
工
六
年
（
一
○
一
一
一
一
一
一
）
六
月
に
卒
去
し
た
駿
河
前
司
忠
重
の
郎
等
藤
原
重
成
は
内
舎
人
で
あ
っ
た
が
、
美
濃
国
に

（
、
）

住
ん
で
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
、
貴
族
と
地
方
と
の
関
係
は
、
例
え
ば
受
領
と
し
て
赴
任
し
た
の
を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
り
し
た
ｑ
も
の

で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
所
領
荘
園
と
の
関
係
か
ら
生
ず
る
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
十
一
世
紀
末
の
中
流

（
刀
）

貴
族
の
家
柄
に
属
す
る
大
江
公
仲
の
所
領
を
み
る
と
、
「
京
中
の
宅
地
」
が
一
一
一
か
所
あ
り
、
さ
ら
に
「
田
舎
の
荘
園
」
と
し
て
、
山
城
国
に
一
二

（
ね
）

処
、
大
和
国
に
六
荘
、
摂
津
。
伊
勢
・
遠
江
・
相
模
に
そ
れ
ぞ
れ
荘
や
牧
を
領
有
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
伊
勢
国
の
領
田
は
父
広
径
が
伊
勢
守

だ
っ
た
と
ぎ
買
得
し
た
ｊ
も
の
で
あ
り
、
遠
江
国
小
高
荘
も
祖
父
公
賓
が
遠
江
守
だ
っ
た
と
ぎ
手
に
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
江
公
仲
の
例

は
、
中
流
貴
族
（
受
領
層
）
の
所
領
の
規
模
を
示
す
も
の
と
し
て
一
般
化
で
き
る
も
の
と
考
え
る
が
、
所
領
か
ら
郎
従
を
集
め
る
こ
と
Ｊ
も
行
わ

平
安
貴
族
の
虚
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と
実
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「
今
昔
物
語
集
』
（
巻
第
二
十
七
の
第
十
八
）
に
あ
る
話
で
あ
る
。
或
る
貴
族
の
家
で
宿
直
し
て
い
た
田
舎
出
の
若
い
侍
二
人
が
話
を
し
た

て
い

が
ら
寝
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
長
い
板
が
一
枚
こ
ち
ら
に
飛
ん
で
く
る
。
一
一
人
が
大
刀
を
抜
い
て
構
陸
え
る
と
、
板
は
こ
ち
ら
へ
は
来
な
い
で
出
居

、
、

の
方
に
入
っ
て
い
く
。
出
居
に
は
、
そ
の
家
で
は
ぱ
を
き
か
せ
て
い
る
長
侍
の
諸
司
の
允
で
五
位
の
く
ら
い
を
持
つ
も
の
が
宿
直
し
、
独
り
寝

て
い
た
。
そ
の
室
で
う
め
き
声
が
し
た
の
で
、
二
人
の
若
い
侍
は
人
び
と
を
起
こ
し
て
、
そ
こ
へ
行
っ
て
ふ
る
と
、
五
位
の
侍
は
ぺ
ち
ゃ
ん
こ

に
押
し
潰
さ
れ
て
死
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
鬼
の
仕
業
だ
と
い
わ
れ
た
。
若
い
二
人
の
侍
は
大
刀
を
構
え
て
い
た
の
で
鬼
も
近
よ
ら
な
か
っ
た

が
、
五
位
の
侍
は
大
刀
・
刀
を
持
た
ず
寝
入
っ
て
い
た
の
で
鬼
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
然
し
（
男
卜
成
ナ
ム
者
〈
尚
大
刀
・
刀
（

身
二
可
具
キ
物
也
」
Ｉ
男
た
る
も
の
、
油
断
な
く
、
つ
ね
に
大
刀
を
手
離
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
教
訓
で
あ
る
．

長
久
元
年
（
一
○
四
○
）
四
月
、
後
朱
雀
天
皇
は
、
近
侍
し
て
い
た
藤
原
資
房
に
「
京
中
帯
二
弓
箭
一
者
遍
満
、
又
濫
悪
之
法
師
等
、
以
二
刀

劔
｜
横
行
、
暴
悪
為
し
宗
、
又
放
火
之
者
連
々
不
し
体
、
如
レ
此
之
事
等
、
是
遍
王
化
之
滅
也
」
と
い
っ
た
。
「
放
火
事
不
レ
嫌
二
貴
賎
一
連
夜
有
二
此

（
汎
）

事
一
」
「
僧
等
成
二
群
党
（
顕
一
一
刀
劔
「
横
二
行
京
中
（
殺
害
為
し
宗
」
と
い
う
状
況
の
中
で
、
貴
族
た
ち
は
私
兵
を
蓄
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
衛
府
・
検
非
違
使
の
軍
隊
と
受
領
の
郎
等
は
、
中
央
の
権
力
機
構
を
維
持
す
る
軍
事
力
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

「
平
安
京
」
は
そ
の
名
に
背
い
て
乱
雑
で
不
穏
な
町
で
あ
っ
た
。
貴
族
た
ち
も
、
軍
事
貴
族
の
本
性
を
露
わ
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
貴
族
た
ち
は
官
位
の
昇
進
に
異
常
な
ま
で
の
執
念
を
も
や
し
、
望
糸
が
達
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
怨
霊
と
な
り
、
お
よ
そ
正

反
対
と
も
思
え
る
よ
う
な
性
格
を
ふ
せ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
平
安
貴
族
の
顔
な
の
で
あ
る
が
、
殆
ど
非
学
問
的
な
い

い
方
を
す
れ
ば
、
平
安
貴
族
に
は
、
や
は
り
古
代
国
家
を
創
っ
た
軍
事
貴
族
の
血
も
流
れ
て
い
た
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
郎
従
を
所
領
の
管
理
の
た
め
に
地
方
に
据
え
置
く
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

六
お
わ
り
に

註

（
１
）
三
位
以
上
を
責
と
い
い
（
「
名
例
律
」
議
貴
条
）
、
五
位
以
上
を
通
貴
と
い
う
（
「
名
例
律
」
五
位
以
上
妾
条
疏
）
。

（
２
）
『
平
家
物
語
』
一
・
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平
安
貴
族
の
虚
像
と
実
像
（
阿
部
）

（
６
）
『
公
卿
補
任
」
。
父
定
方
は
内
大
臣
高
藤
の
子
で
、
兄
定
国
と
と
も
に
「
才
卿
」
と
称
さ
れ
、
「
天
下
に
お
も
き
人
に
て
な
ん
お
は
し
げ
る
」
（
「
勧
修

寺
縁
起
」
）
と
い
わ
れ
た
「
名
臣
」
（
『
二
中
歴
」
）
で
あ
っ
た
。

（
７
）
「
日
本
紀
略
』
後
篇
六
、
『
公
卿
補
任
』
。

（
８
）
朝
成
の
子
は
『
尊
卑
分
豚
』
で
は
三
人
記
さ
れ
て
い
る
が
、
他
に
一
人
、
計
四
人
知
ら
れ
る
。
男
子
惟
賢
は
従
五
位
下
・
近
江
守
、
脩
子
は
村
上
天

皇
の
更
衣
・
御
匝
殿
別
当
、
｜
女
子
は
右
衛
門
権
佐
藤
原
宣
孝
に
嫁
し
て
隆
佐
（
従
三
位
・
大
蔵
卿
）
を
生
ん
だ
（
『
尊
卑
分
肺
乞
。
ま
た
一
女
子
は

藤
原
高
遠
（
実
資
の
同
母
兄
、
従
三
位
）
室
で
あ
っ
た
（
『
親
信
卿
記
」
天
延
二
年
閏
十
月
二
十
七
日
条
）
。

（
９
）
『
連
内
記
」
（
応
永
一
一
一
十
五
年
一
一
一
月
十
一
日
条
）
は
、
一
一
条
持
基
の
話
と
し
て
、
朝
成
の
怨
霊
に
よ
っ
て
、
伊
尹
と
そ
の
子
義
孝
・
挙
賢
の
一
一
一
人
は
三

か
日
の
う
ち
に
逝
去
し
た
と
記
し
、
「
此
怨
念
殊
依
二
昇
進
事
一
嗽
、
是
以
後
世
尊
寺
一
流
不
し
圧
二
羽
林
二
と
述
べ
て
い
る
。

（
、
）
朝
成
の
参
議
就
任
は
天
徳
二
年
閨
七
月
一
一
十
八
日
、
伊
尹
の
就
任
は
天
徳
四
年
八
月
二
十
二
日
で
あ
る
（
『
公
卿
補
任
」
）
。

（
ｕ
）
朝
成
の
検
非
運
便
別
当
就
任
は
康
保
二
年
（
九
六
五
）
十
二
月
八
日
か
。
権
中
納
言
就
任
は
安
和
三
年
（
九
七
○
）
正
月
一
一
十
七
日
。

（
皿
）
源
経
成
は
永
承
五
年
（
’
○
五
○
）
九
月
に
検
非
運
便
別
当
と
な
り
、
康
平
四
年
（
’
○
六
一
）
権
中
納
言
と
な
っ
た
。

（
迫
）
「
続
古
事
談
』
二
。
村
上
天
皇
の
即
位
は
天
慶
九
年
四
月
二
十
六
日
。

（
ｕ
）
「
続
教
訓
紗
』
十
一
。

（
巧
）
「
続
古
事
談
』
（
二
）
。
笙
の
師
は
小
治
田
有
秋
で
、
有
秋
は
村
上
天
皇
の
師
で
も
あ
っ
た
（
『
続
教
訓
妙
」
十
一
）
。
朝
成
の
は
じ
め
て
の
昇
殿
の
と

き
の
こ
と
に
つ
い
て
『
古
事
談
」
（
第
六
）
は
、
天
皇
か
ら
「
雲
火
一
と
称
す
る
名
宙
を
賜
わ
り
、
「
内
裏
モ
肢
ヌ
〈
カ
リ
一
一
次
一
い
た
と
い
う
。
笛
，

（
５
）
『
拾
芥
抄
』
中
、
『
一
一
中
暦
」
十
、
『
古
事
談
」
一
一
。
『
今
昔
物
語
集
』
（
巻
第
二
十
七
の
第
四
）
は
僧
都
殿
と
称
す
る
「
悪
所
」
を
掲
げ
て
い
る
。
冷

泉
院
（
小
路
ヵ
）
よ
り
は
南
、
東
洞
院
よ
り
東
の
角
に
あ
っ
た
。
冷
泉
院
の
真
北
に
源
扶
義
の
家
が
あ
り
、
扶
義
の
舅
の
源
是
輔
に
仕
え
る
男
が
宿
直

し
て
い
る
と
、
夕
暮
ど
き
に
な
る
と
、
赤
い
単
え
の
衣
が
空
を
飛
び
、
向
い
の
僧
都
殿
の
榎
の
木
に
登
る
、
人
び
と
は
こ
れ
を
見
て
恐
れ
た
が
、
件
の

宿
直
の
男
は
弓
を
引
い
て
そ
の
衣
の
真
中
を
貫
い
た
。
多
く
の
血
が
こ
ぼ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
弓
を
引
い
た
男
は
そ
の
夜
寝
た
ま
ま
死
ん
だ
と
い

（
３
）
『
今
昔
物
語
集
』
（
巻
第
二
十
七
の
第
一
）
は
、
鬼
殿
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。
む
か
し
、
大
き
な
松
の
木
が
あ
り
、
激
し
い
雷
雨
に
、
そ
の

木
の
下
に
雨
宿
り
し
た
男
が
落
雷
に
よ
っ
て
馬
も
ろ
と
も
死
亡
し
、
そ
の
ま
ま
「
霊
」
と
な
っ
て
そ
の
地
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
朝
成
に

つ
い
て
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

（
４
）
『
大
鏡
』
三
。

シ【ン◎

。
笙
の
師
は
小
治
田
有
秋
で
、
有
秋
は
村
上
天
皇
の
師
で
も
あ
っ
た
（
『
続
教
訓
妙
」
十
一
）
。
朝
成
の
は
じ
め
て
の
昇
殿
の
と

『
古
事
談
」
（
第
六
）
は
、
天
皇
か
ら
「
雲
火
」
と
称
す
る
名
笛
を
賜
わ
り
、
「
内
裏
モ
破
ヌ
ハ
カ
リ
ー
ー
吹
」
い
た
と
い
う
。
笛
の

－

－

－

－
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（
姐
）
応
和
二
年
（
九
六
一
一
）
八
月
一
一
十
日
、
興
福
寺
転
経
院
司
僧
ら
は
、
故
延
珍
僧
都
の
過
言
に
基
づ
い
て
、
伊
賀
国
名
張
郡
騰
生
牧
と
、
大
和
国
山
辺

郡
と
伊
賀
国
名
張
郡
の
堺
に
あ
る
広
瀬
牧
の
地
を
、
勘
解
由
長
官
近
江
守
で
あ
っ
た
正
四
位
下
藤
原
朝
成
に
去
り
渡
し
た
。
去
文
（
『
平
安
過
文
」
一

巻
二
七
六
号
）
に
よ
れ
ば
、
薦
生
牧
は
、
東
は
恒
田
河
な
ら
び
に
壷
野
少
岑
を
限
り
、
南
は
少
鮎
瀧
簗
瀬
な
ら
び
に
高
岑
を
限
り
、
西
は
笠
間
河
な
ら

び
に
大
河
（
Ⅱ
名
張
河
）
を
限
り
、
北
は
高
岑
を
限
る
。
こ
の
四
至
内
に
は
新
開
治
田
・
荒
廃
田
・
簗
瀬
二
処
が
含
ま
れ
て
い
た
。
｜
方
、
広
瀬
牧
の

方
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
た
。
｜
は
、
岑
は
水
堺
山
を
限
り
、
南
は
高
山
を
限
り
、
西
は
大
河
を
限
り
、
北
は
水
堺
な
ら
び
に
道
路
谷
を
限

る
。
大
河
よ
り
東
に
は
牧
地
と
山
（
蜷
曳
野
）
が
あ
り
、
｜
部
は
開
発
さ
れ
て
い
た
。
い
ま
一
処
は
、
東
は
大
河
を
限
り
、
南
は
石
屋
な
ら
び
に
少
野

石
村
笠
間
河
を
限
り
、
西
は
高
岑
を
限
り
、
北
は
路
瀬
な
ら
び
に
路
を
限
る
。
大
河
よ
り
西
の
牧
地
と
山
は
広
瀬
牧
と
称
さ
れ
、
こ
こ
に
新
開
治
田
が

あ
っ
た
。
そ
し
て
河
に
は
簗
瀬
一
処
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
所
領
は
、
山
・
牧
・
治
田
と
河
（
簗
を
打
ち
魚
を
と
る
簗
場
）
を
含
む
も
の
で
あ

っ
た
。
二
年
後
の
康
保
元
年
（
九
六
四
）
九
月
十
七
日
、
藤
原
朝
成
は
立
券
の
手
続
き
を
と
る
こ
と
と
し
た
。
刺
成
宅
（
Ⅱ
家
政
機
関
）
は
、
大
和
・

伊
賀
の
両
国
司
に
、
四
至
を
勝
示
し
「
立
券
宅
名
」
す
べ
き
由
を
報
じ
た
。
事
は
国
司
よ
り
郡
司
に
伝
達
さ
れ
、
郡
司
は
下
付
さ
れ
た
公
験
に
任
せ
て

四
至
を
定
め
立
券
言
上
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
藤
生
牧
の
地
は
東
大
寺
領
板
蠅
杣
の
四
至
内
に
含
ま
れ
る
と
い
う
東
大
寺
側
の
異
議
申
し
立
て

に
よ
っ
て
、
立
券
の
手
続
き
を
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
（
『
平
安
迫
文
』
｜
巻
二
七
八
号
）
。
｜
方
、
広
瀬
牧
に
つ
い
て

は
、
都
介
郷
の
刀
禰
ら
が
大
和
国
山
辺
郡
司
に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
文
書
に
よ
る
限
り
「
伝
領
明
白
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
東
大
寺

の
異
議
申
し
立
て
に
よ
っ
て
名
張
郡
司
が
手
続
き
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
他
堺
刀
禰
」
と
し
て
直
ち
に
立
券

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
「
相
論
一
定
」
の
の
ち
淫
立
券
の
手
続
き
を
と
ろ
う
と
思
う
ｌ
と
（
『
平
安
遺
文
」
一
券
二
七
九
号
）
．
同
じ
と
鬘
立
券

使
四
世
漬
忠
王
の
「
日
記
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
板
蠅
杣
と
い
う
の
は
、
そ
の
四
至
は
「
束
限
名
張
河
、
南
限
斎
宮
登
道
大
、
西
限

解
尾
野
井
小
蔵
蔵
立
、
北
限
同
名
張
河
井
八
多
高
峯
」
と
あ
り
、
薦
生
牧
は
、
｜
峯
お
よ
び
笠
間
河
を
隔
て
た
東
に
あ
り
、
お
よ
そ
「
五
十
余
町
」
も

へ
だ
て
て
い
る
。
し
か
も
東
大
寺
使
が
主
張
す
る
板
蠅
杣
の
四
至
内
に
は
百
姓
口
分
田
。
私
田
地
・
他
人
の
所
領
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の

に
、
薦
生
牧
に
つ
い
て
の
承
東
大
寺
の
所
領
だ
と
主
張
す
る
の
は
お
か
し
な
こ
と
で
、
東
大
寺
の
い
い
分
は
承
認
で
き
な
い
と
（
『
平
安
追
文
」
一
巻
二

八
○
号
）
。
こ
れ
ら
を
う
け
て
朝
成
は
東
大
寺
に
牒
し
、
刀
禰
ら
の
勘
文
に
よ
れ
ば
薦
生
牧
は
東
大
寺
領
に
含
ま
れ
ず
、
ま
た
清
忠
王
の
日
記
に
よ
れ

ば
、
東
大
寺
使
の
主
張
に
は
「
虚
言
」
が
多
い
と
述
べ
た
。
結
局
、
東
大
寺
側
は
朝
成
側
の
主
張
を
認
め
、
「
至
下
有
二
杣
便
宜
一
之
地
上
者
、
令
レ
領
二
於

（
至
脱
力
）

杣
『
有
二
彼
殿
御
牧
便
宜
一
之
地
者
、
令
レ
領
一
一
掌
彼
御
牧
一
」
と
名
張
郡
司
に
通
告
し
た
（
『
平
安
辿
文
』
一
巻
二
八
一
号
）
。
以
上
の
経
過
を
う
け
て
、

法
政
史
学
第
四
十
四
号

師
は
楽
人
大
石
富
真
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
笠
で
は
な
く
笛
と
な
っ
て
い
る
（
『
体
源
抄
」
十
一
）
。
な
お
、
創
成
の
父
定
方
も
「
管
絃
人
」
（
『
二

中
歴
乞
と
称
さ
れ
た
。

一

四

Hosei University Repository



平
安
貴
族
の
虚
像
と
実
像
（
阿
部
）

朝
成
は
、
早
く
立
券
し
、
牧
内
に
居
住
す
る
浪
人
の
臨
時
雑
役
を
免
除
す
る
手
続
き
を
と
る
よ
う
名
張
郡
司
に
要
求
し
、
そ
れ
を
う
け
た
郡
司
は
夏
見

郷
薦
生
村
の
刀
禰
に
立
券
文
の
進
上
を
命
じ
た
。
そ
こ
で
刀
禰
ら
は
、
康
保
元
年
（
九
六
四
）
十
一
月
一
一
十
一
一
一
日
付
で
券
文
を
立
て
所
進
し
た
（
「
平

安
遺
文
」
一
巻
二
八
二
号
）
。
翌
康
保
二
年
四
月
名
張
郡
司
は
「
勘
解
由
長
官
殿
所
領
田
地
、
任
一
一
公
験
一
勝
二
示
四
至
一
一
一
一
一
口
上
」
せ
よ
と
夏
見
郷
刀
禰
に

命
じ
た
。
刀
禰
ら
は
、
延
長
五
年
（
九
二
七
）
九
月
十
六
日
付
の
「
刀
禰
井
郡
司
等
勘
文
」
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
朝
成
宅
の
使
と
と
も
に
「
勘
二

録
件
町
殿
一
層
二
示
四
至
一
」
し
郡
に
提
出
し
た
（
『
平
安
遺
文
」
｜
巻
二
八
六
号
）
。
そ
の
内
容
は
、
①
墾
田
五
町
九
段
二
七
八
歩
、
②
栗
林
三
処
一
○
○

町
一
一
一
段
二
二
○
歩
、
③
野
地
八
○
町
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
朝
成
宅
と
東
大
寺
の
間
は
円
満
に
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
康
保
三
年
四
月
に
、

ま
た
薦
生
村
刀
禰
ら
は
四
至
に
つ
い
て
勘
申
し
解
状
を
出
し
て
い
る
（
『
平
安
遺
文
』
一
巻
二
八
九
号
）
。
記
す
と
こ
ろ
は
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。
板
蠅

杣
は
笠
間
河
の
西
方
に
あ
り
、
焼
原
杣
は
東
方
に
あ
り
、
南
か
ら
北
に
流
れ
る
笠
間
河
が
名
張
河
に
合
流
す
る
と
こ
ろ
が
牧
の
西
の
堺
と
な
る
。
薦
生

牧
の
内
に
は
治
田
・
新
開
田
・
公
田
が
あ
り
、
延
喜
一
一
一
年
（
九
○
三
）
図
帳
、
延
長
八
年
（
九
一
一
一
○
）
公
験
に
任
せ
て
、
牧
と
し
て
領
す
べ
き
は
牧
が

領
掌
し
、
他
人
が
領
す
べ
き
と
こ
ろ
は
他
人
が
領
掌
し
、
公
田
は
ま
た
官
物
・
租
税
を
そ
の
種
類
に
従
っ
て
納
め
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
先
年
、
東
大
寺

の
前
別
当
光
智
が
大
仏
殿
の
角
木
造
替
に
当
た
っ
て
、
材
木
を
板
蠅
杣
か
ら
伐
り
出
し
、
名
張
河
と
笠
間
河
の
合
流
点
の
西
の
山
の
下
に
曳
き
出
し

た
。
そ
の
折
に
、
東
大
寺
は
使
を
放
ち
、
板
蠅
杣
の
膀
示
を
打
っ
た
が
、
東
四
至
の
儒
示
を
薦
生
牧
の
辰
己
方
に
当
た
る
名
張
河
流
の
字
桜
瀬
の
南
頭

に
打
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
板
蠅
杣
の
東
の
堺
は
名
張
河
で
あ
る
と
称
し
た
の
で
、
い
き
お
い
薦
生
牧
は
板
蠅
杣
四
至
内
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
争
う
も
の
も
な
く
数
十
年
を
経
た
。
名
張
河
は
、
或
い
は
北
に
流
れ
、
或
い
は
東
北
に
流
れ
、
或
る
所
で
は
西
北
に
流

れ
、
或
る
所
で
は
南
北
に
流
れ
る
と
い
う
よ
う
に
方
向
は
一
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
薦
生
牧
は
、
は
じ
め
桜
瀬
か
ら
北
に
流
れ
「
箕
輪
」
（
逆
Ｕ
字
）

を
な
し
、
南
西
に
向
っ
て
流
れ
て
笠
間
河
に
合
流
す
る
。
薦
生
牧
は
こ
の
「
箕
輪
」
の
中
に
あ
る
。
治
田
・
新
開
田
・
公
田
な
ど
は
、
牧
の
南
の
四
至

で
あ
る
高
峯
の
腰
を
廻
っ
て
帯
の
如
く
萱
山
下
に
添
っ
て
存
在
し
、
牧
は
こ
の
田
地
よ
り
北
方
、
河
よ
り
南
方
の
間
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
地

に
は
住
人
も
い
る
。
東
大
寺
の
主
張
の
如
く
、
板
蠅
杣
の
東
の
四
至
を
名
張
河
と
し
、
南
の
四
至
を
斎
宮
上
路
と
す
る
な
ら
ば
、
薦
生
牧
は
こ
の
う
ち

に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
東
大
寺
が
領
掌
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
名
張
河
の
西
、
薦
生
牧
の
上
方
（
Ⅱ
東
南
）
に
は
、
山
に
添
い
寺
神
領

や
私
領
・
公
田
な
ど
が
多
く
存
在
し
、
或
い
は
大
屋
戸
、
或
い
は
夏
焼
と
号
し
て
別
の
領
主
が
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
東
大
寺
領
で
は

な
い
。
笠
間
河
を
以
て
板
蠅
杣
の
東
の
四
至
と
す
れ
ば
、
薦
生
牧
か
ら
は
数
里
を
へ
だ
て
る
こ
と
と
な
り
、
前
別
当
光
智
の
と
き
板
蠅
杣
内
に
編
入
し

た
焼
原
杣
は
、
薦
生
牧
の
南
の
四
至
か
ら
は
高
峯
を
越
え
た
数
里
も
先
に
あ
る
。
以
て
四
至
は
明
白
で
あ
り
、
東
大
寺
の
主
張
は
誤
り
で
あ
る
と
ｌ

薦
生
村
の
刀
禰
と
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
も
東
大
寺
と
の
間
に
紛
争
は
あ
っ
た
が
、
薦
生
・
広
瀬
の
両
牧
は
、
朝
成
の
妹
（
中
務
卿
代
明
親
王
室
）

ｌ
そ
の
娘
（
権
中
納
言
小
野
宮
懐
平
室
）
ｌ
そ
の
子
経
通
へ
と
伝
領
さ
れ
た
（
『
平
安
遺
文
」
一
巻
五
○
四
号
．
五
○
六
号
）
．
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（
型
）
『
小
右
記
』
に
よ
る
と
、
保
昌
は
万
寿
二
年
（
一
○
二
五
）
二
月
一
日
現
在
丹
後
守
で
あ
り
、
同
年
十
月
に
は
大
和
守
仁
任
ぜ
ら
れ
た
。

（
妬
）
天
の
橋
立
の
方
に
向
う
道
で
、
現
在
の
国
道
一
七
六
号
線
。
丹
後
国
府
は
天
の
僑
立
の
辺
り
に
あ
っ
た
。
藤
岡
謙
二
郎
「
国
府
』
’
八
一
頁
。

（
配
）
『
尊
卑
分
脈
』
。

（
”
）
『
二
中
歴
」
。

（
犯
）
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
の
第
七
。

（
豹
）
『
尊
卑
分
肺
』
。

（
別
）
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
十
一
の
第
二
。

（
虹
）
『
百
錬
抄
」
第
四
。

（
犯
）
「
小
右
記
」
永
延
二
年
六
月
十
四
日
条
、
十
八
日
条
、
『
続
古
事
談
』
巻
五
・

（
詔
）
『
権
記
』
長
保
元
年
十
一
月
十
一
日
条
、
十
一
一
月
十
一
一
一
日
条
・
二
十
七
日
条
、
『
小
右
記
』
長
保
元
年
十
一
月
十
九
日
条
、
十
二
月
十
六
日
条
・
二
十

日
条
、
『
今
昔
物
語
集
」
巻
第
二
十
一
一
一
の
第
十
三
。
西
岡
虎
之
助
「
「
青
史
余
歴
」
（
『
西
岡
虎
之
助
著
作
集
』
第
二
巻
）
。

（
型
）
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
の
第
七
。

（
詣
）
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
の
第
四
。

（
妬
）
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
の
第
十
四
。

究
巳
、
赤
松
俊
秀

（
肥
）
『
平
安
遺
文
』
一

（
、
）
『
百
錬
抄
』
四
。

（
、
）
阿
部
猛
「
花
山

（
皿
）
『
今
昔
物
語
集
』

（
型
）
『
今
昔
物
語
集
』

（
躯
）
藤
原
保
昌
と
そ

（
Ⅳ
）

法
政
史
学
第
四
十
四
号

阿
部
猛
「
花
山
朝
の
評
価
」
Ｓ
平
安
前
期
政
治
史
の
研
究
新
訂
版
』
）
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
八
の
第
三
十
八
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
六
の
第
十
八
。

藤
原
保
昌
と
そ
の
一
族
に
つ
い
て
は
．
「
『
古
事
談
』
管
見
ｌ
藤
原
保
昌
に
つ
い
て
ｌ
」
と
題
し
て
『
太
田
善
麿
先
生
古
稀
記
念
国
語
国
文
学

論
叢
』
に
載
せ
、
の
ち
改
題
の
う
え
『
平
安
前
期
政
治
史
の
研
究
新
一
訂
版
』
に
再
録
し
た
。
以
下
の
叙
述
は
右
論
文
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ

と
を
お
断
わ
り
す
る
。

『
小
右
記
』
に
よ
る

西
岡
虎
之
助
「
武
士
階
級
結
成
の
一
要
因
と
し
て
の
『
牧
』
の
発
展
」
」
（
『
荘
園
史
の
研
究
』
上
巻
）
、
中
村
直
勝
「
伊
賀
国
黒
田
荘
」
ｓ
荘
園
の
研

」
）
、
赤
松
俊
秀
「
杣
工
と
荘
園
」
（
『
古
代
中
世
社
会
経
済
史
研
究
』
）
、
冨
森
盛
「
黒
田
庄
誌
』
な
ど
。

『
平
安
遺
文
』
二
巻
四
四
○
号
。

一
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平
安
貴
族
の
虚
像
と
実
像
（
阿
部
）

／=､／~、ノー、／￣､／－，

５５５４５３５２５１
、_ノ、=／、､ノ、-ノ、=ノ た

が
、
こ
（

摘
で
あ
る
。

「
今
昔
物
語
集
」
巻
第
二
十
三
の
第
十
五
。

「
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七
の
第
十
。

『
今
昔
物
語
集
」
巻
第
二
十
九
の
第
二
十
七
。

『
日
本
後
紀
』
巻
二
十
一
・
弘
仁
二
年
五
月
一
一
十
一
一
一
日
条
。

『
類
聚
国
史
」
巻
六
十
六
・
天
長
五
年
閏
三
月
九
日
条
。

『
三
代
実
録
』
巻
四
十
・
元
慶
五
年
十
一
月
九
日
条
。

「
三
代
実
録
」
巻
五
十
・
仁
和
三
年
八
月
七
日
条
。

「
日
本
後
紀
」
巻
二
十
一
・
弘
仁
二
年
七
月
八
日
条
。

『
文
徳
実
録
』
巻
二
・
嘉
祥
三
年
十
一
月
六
日
条
。

『
一
一
一
代
実
録
」
巻
十
六
・
貞
観
十
一
年
八
月
二
十
七
日
条
。

『
一
一
一
代
実
録
』
巻
二
十
五
・
貞
観
十
六
年
四
月
二
十
四
日
条
。

「
二
代
実
録
」
巻
一
一
一
十
・
元
慶
元
年
一
一
一
月
十
日
条
。

民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
は
、
「
公
家
と
い
う
の
は
も
う
武
器
を
も
た
な
く
な
っ
て
、
ま
っ
た
く
文
官
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
文
官
だ
と

思
っ
て
い
る
公
家
た
ち
の
馬
の
乗
り
こ
な
し
ぶ
り
と
い
う
の
は
じ
つ
に
見
事
な
も
の
で
す
」
と
書
い
て
い
る
Ｓ
塩
の
道
』
八
講
談
社
学
術
文
庫
Ｖ
一

六
三
頁
以
下
）
。
絵
巻
物
な
ど
の
公
家
の
乗
馬
の
様
子
か
ら
宮
本
は
こ
う
い
う
の
で
あ
る
。
事
の
当
否
は
わ
か
ら
な
い
が
、
日
本
の
貴
族
は
騎
馬
民
族

の
後
斎
な
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
宮
本
は
、
鎌
倉
武
士
は
実
は
乗
馬
が
下
手
な
の
だ
と
い
う
。
東
日
本
に
は
馬
は
た
く
さ
ん
い

た
が
、
こ
の
馬
を
乗
り
こ
な
す
こ
と
も
下
手
だ
し
、
車
や
華
を
引
か
せ
る
こ
と
も
下
手
だ
っ
た
と
い
う
。
当
面
の
問
題
で
は
な
い
が
、
興
味
ふ
か
い
指

直
木
孝
次
郎
『
日
本
古
代
兵
制
史
の
研
究
』
一
八
八
頁
。

『
日
本
書
紀
」
巻
二
十
九
。

『
日
本
書
紀
」
巻
二
十
九
。

「
日
本
書
紀
』
巻
二
十
九
。

「
日
本
書
紀
』
巻
二
十
三
。

『
御
堂
関
白
記
』
。

一
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（
開
）
「
日
本
書
紀
』
巻
三
十
。

（
印
）
『
小
右
記
』
永
延
元
年
四
月
十
七
日
条
。

（
冊
）
『
権
記
』
寛
弘
七
年
四
月
二
十
四
日
条
。

（
調
）
「
小
右
記
』
永
肺
元
年
四
月
六
日
条
。

（
帥
）
阿
部
猛
『
尾
張
国
解
文
の
研
究
」
。

（
Ⅲ
）
『
小
右
記
』
長
和
二
年
八
月
九
日
条
。

（
唾
）
「
権
記
」
長
保
元
年
七
月
一
一
十
五
日
条
、
二
十
六
日
条
。
殺
害
さ
れ
た
の
は
寧
親
の
馬
飼
と
事
業
（
五
位
以
上
の
宅
の
事
務
を
掌
る
）
の
二
人
で
、

い
ず
れ
も
射
殺
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
岡
）
『
権
記
』
長
保
二
年
七
月
十
七
日
条
。

（
“
）
『
左
経
記
」
長
元
元
年
四
月
二
十
五
日
条
。

（
筋
）
『
小
右
記
』
長
徳
二
年
二
月
五
日
条
。

（
砧
）
『
小
右
記
』
正
暦
元
年
八
月
一
一
一
十
日
条
。

（
師
）
阿
部
猛
『
尾
張
国
解
文
の
研
究
』
。
国
司
の
私
的
従
者
お
よ
び
国
衙
の
軍
制
に
つ
い
て
は
、
石
井
進
「
中
世
成
立
期
の
軍
制
」
Ｓ
鎌
倉
武
士
の
実

像
巳
、
戸
田
芳
実
「
国
衙
軍
制
の
形
成
過
程
」
（
「
初
期
中
世
社
会
史
の
研
究
』
）
に
詳
し
い
。

（
船
）
北
山
茂
夫
『
王
朝
政
治
史
論
』
一
一
六
三
頁
。

（
的
）
「
春
記
』
長
久
元
年
四
月
一
一
一
十
日
条
。

（
、
）
『
左
経
記
』
長
元
六
年
六
月
二
十
七
日
条
。

（
Ⅵ
）
散
位
従
四
位
下
大
江
公
仲
は
、
嘉
保
元
年
（
’
○
九
四
）
十
一
一
月
、
藤
原
資
俊
宅
に
赴
き
強
盗
・
放
火
・
殺
害
の
罪
を
犯
し
た
と
し
て
隠
岐
国
に
配

流
さ
れ
た
。
「
中
右
記
』
嘉
保
元
年
十
二
月
晦
日
条
。

（
ね
）
『
平
安
遺
文
』
四
巻
一
一
一
一
一
一
一
八
号
、
五
巻
二
一
七
七
号
。

（
だ
）
村
井
康
彦
「
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
」
三
七
六
頁
以
下
。

（
河
）
『
春
記
』
長
久
元
年
四
月
二
十
九
日
条
。

八
付
記
Ｖ
本
稿
は
、
’
九
九
一
年
一
一
月
三
○
日
、
法
政
大
学
史
学
会
で
行
っ
た
講
演
原
稿
を
改
題
の
う
え
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
多
く
の
啓

蒙
書
類
の
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
敢
え
て
注
記
し
な
か
っ
た
。

法
政
史
学
第
四
十
四
号
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